
 

 

総 務 協 議 会 協 議 事 項  
 
 
 
 
 
 
 ○ 所管事項の報告について 

１ 八戸市総合計画策定委員会の設置について 

２ 八戸市新井田インドアリンクネーミングライツ・スポンサー選定

結果について 

３ 第７次八戸市行財政改革大綱の基本方針について 

 

日時 令和元年７月 19日(金) 

   午前 10時 

場所 第１委員会室 



 

 

 

 

八戸市総合計画策定委員会の設置について 

 

 

 

第７次八戸市総合計画の策定方針に基づき、有識者等で構成する「八戸市総合計画

策定委員会」を設置しましたので、その概要を報告します。 

 

 

１．策定委員会について 

(1) 職 務 委員会は、総合計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討を

し、市長に対して総合計画の案を提出するものとする。 

（八戸市総合計画策定委員会規則第２条） 

(2) 委 員 34名（別紙１のとおり） 

 

２．第１回策定委員会の概要 

(1) 日 時 令和元年７月１日（月） 13時 00分～14時 30分 

(2) 場 所 八戸グランドホテル 

(3) 主な審議内容  

①第７次八戸市総合計画の章構成について ····················· 別紙２参照 

②総合計画策定に係る市民参画について ······················· 別紙３参照 

 

３．令和元年度の開催日程（予定） 

・第２回策定委員会 令和元年 10 月２日（水） 13時 00分～15時 00分 

・第３回策定委員会 令和元年 11 月 28 日（木） 13時 00分～15時 00分 

・第４回策定委員会 令和２年 ２月 17 日（月） 13時 00分～15時 00分 

総 務 協 議 会 資 料 
令 和 元 年 ７ 月 1 9 日 
総合政策部政策推進課 



八戸市総合計画策定委員会 委員名簿 

分 野 ・ 五 十 音 順 、 敬 称 略 

所属等は委員委嘱時(7月1日)のもの 

分 野 氏 名 所 属 等 

学 識 経 験 長 谷 川  明 八戸工業大学 学長 

 水野 眞佐夫 八戸学院大学 学長 

 圓 山  重 直 八戸工業高等専門学校 校長 

子育て・教育 石 橋  伸 之 八戸市連合父母と教師の会 会長  

・ 市 民 活 動 北 山  博 秋 八戸市連合町内会連絡協議会 理事 

 工藤 恵美子 八戸市協働のまちづくり推進委員会 委員 

 堤  静 子 男女共同参画審議会 会長 

 田 頭  順 子 八戸国際交流協会 理事 

 平 間  恵 美 八戸市子ども・子育て会議 委員 

 町 田  直 子 ＮＰＯ法人 ＡＣＴＹ 理事長 

産 業 ・ 雇 用 池 田  和 夫 八戸市企業誘致促進協議会 監事 

 上 村  康 浩 青森県畜産・飼料コンビナート振興協会 副会長 

 小 野  武 司 連合青森三八地域協議会 議長 

 熊 谷  拓 治 八戸漁業指導協会 代表理事 

 澤 藤  孝 之 八戸港振興協会 専務理事 

 武 輪  俊 彦 八戸商工会議所 副会頭 

 水 越  善 一 八戸農業協同組合 代表理事専務 

防 災 ・ 防 犯 於 本  正 八戸市交通安全対策協議会 副会長 

・ 環 境 川本 菜穂子 災害ボランティアコーディネーター連絡協議会 副会長

 類 家  伸 一 ＮＰＯ法人 循環型社会創造ネットワーク 相談役 

健 康 ・ 福 祉 浮 木  隆 八戸市社会福祉協議会 事務局長 

 高 木  伸 也 八戸市医師会 会長 

 中谷 美由紀 八戸地区介護保険事業者協会 理事 

 東 山  国 男 身体障害者団体連合会 会長 

文化・スポーツ 今川 和佳子 多文化都市八戸推進懇談会 前委員 

・ 観 光 小 笠 原  嘉 八戸市体育協会 理事長 

 塚 原  隆 市 ＶＩＳＩＴ はちのへ 理事長 

都 市 整 備 武 山  泰 八戸市都市計画審議会 会長 

・公共交通等 鶴 飼  恵 美 八戸青年会議所 理事 

 西 川  弥 生 八戸市行政改革委員会 委員 

公 募 岡 本  信 也 公募委員 

 菊 地  敏 男   〃 

 坂本 久美子   〃 

 橋 本  敏 子   〃 

  計 34 名
 

別紙１
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【第１章】地域の現状
 統計情報や市⺠アンケートの結果等を分析し、
⼋⼾市の現状を分かりやすく整理する。

 国や⻘森県の資料等から、⼋⼾市を取り巻く環
境を分かりやすく整理する。

【第２章】今後の展望
 ⼈⼝減少や⼈⼝構造の変化、技術の進展
等によって、令和22（2040）年度頃までに
起こりうる事象（⻑期的な展望）を分かりや
すく整理する。

第７次⼋⼾市総合計画の章構成（案）

【第３章】将来都市像
 第１章の「地域の現状」を踏まえつつ、第２章の「今後の展望」を

⾒据えながら、地域が⼀体となって実現を⽬指す将来都市像を
定める。

【第５章以降】具体的な取組の⽅向性
 第４章の「まちづくりの基本⽅針」に基づく、具体的な取組の

⽅向性として、政策及び施策を定める。
 第５章以降の構成については、まちづくりの基本⽅針に基づき、

決定することになるため、現時点では未定。基本⽅針と同時に
検討を進める。

【第４章】まちづくりの基本⽅針
 第３章の「将来都市像」を実現するため、計画期間の５年間

に⼋⼾市が推進する「まちづくり」の基本⽅針を定める。

まちづくりの基本⽅針に基づく市政運営の成果を毎年度測定することにより、
現状を再認識し、その結果を踏まえ、適切な対応を図ることによって、第３章
の将来都市像を実現する。

第３回委員会で具体的な内
容を審議する予定

第３回委員会で具体的な内
容を審議する予定

第３回委員会で具体的な将
来都市像を審議する予定

第３回委員会で具体的な内容
を審議する予定

第３回委員会以降に具体的な
内容を審議する予定

別紙２
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１．趣 旨 

第７次八戸市総合計画の策定方針に定める計画づくりへの積極的な市民参加

（市民アンケート、市民ワークショップ、各種団体との意見交換会、市議会から

の意見聴取、地域シンクタンクである八戸市都市研究検討会からの提案、パブリ

ックコメントなど）について、以下の方法により実施する。

２．実施項目 

(1) 策定委員会委員の公募 

(2) 市民アンケート 

(3) 市民ワークショップ 

(4) 各種団体との意見交換会（グループヒアリング） 

(5) 市議会からの意見聴取 

(6) 八戸市都市研究検討会（地域シンクタンク）からの意見聴取 

(7) 首都圏等で活躍する専門家からの意見聴取 

(8) パブリックコメント 

●上記項⽬の内容・対象者数別の整理表

【市⺠の意識や意⾒を深く把握しやすい】 
(1)策定委員会委員の公募 
(5)市議会からの意⾒聴取 
(6)⼋⼾市都市研究検討会 
⇒ 地域課題等について深く議論し、意⾒
を集め、計画の主要部分に反映する。 

【多くの意識や意⾒を把握しやすい】 
(2)市⺠アンケート 
(8)パブリックコメント 
⇒ 市⺠⽣活に密接に関わる意⾒を集

め、計画の各分野に広く反映する。 

【特定の分野ごとに専⾨的な意⾒を把握し
やすい】 

(3)市⺠ワークショップ 
(4)各種団体との意⾒交換 
(7)⾸都圏等の専⾨家からの意⾒聴取 
⇒ 特定の分野について、先進的な事例

等を集め、計画の各分野に反映する。 

※時間や経費等を考慮すると専⾨性の⾼
い意⾒を多く集めることは困難 

総
合
的 

専
⾨
的 

少ない 対象者数 多い

別紙３

第７次八戸市総合計画策定に係る市民参画実施（案） 

【主要部分抜粋】
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八戸市新井田インドアリンクネーミングライツ・スポンサー選定結果について 

 

 

 

 

 
「八戸市新井田インドアリンク」におけるネーミングライツ（施設命名権）のスポンサ

ー企業が決定しましたので、その結果について報告します。 

 

 

１．対象施設 

八戸市新井田インドアリンク 

 

 

２．募集結果 

  応募件数 １件 

 

 

３．スポンサー名 

 法人名 株式会社テクノル 

  所在地 八戸市大字廿三日町２番地  

 

 

４．特定呼称 

  テクノルアイスパーク八戸 

 

 

５．契約金額 

  年額 1,000,000円（消費税別） 

  総額 5,000,000円（5年間：消費税別） 

 

 

６．契約期間 

  令和元年８月１日から令和６年７月 31日 

総 務 協 議 会 資 料 

令 和 元 年 7 月 1 9 日 

まちづくり文化スポーツ部スポーツ振興課  
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第７次八戸市行財政改革大綱の基本方針について 

 

Ⅰ．これまでの行財政改革の取組と成果 

 

１．第４次・第５次・第６次の取組状況 

 ＜第４次(H17～21 年度）＞ ＜第５次(H22～26 年度)＞ ＜第６次(H27～31 年度）＞ 

取 

組 

内 

容 

◎財政悪化による「基金の

枯渇及び歳入不足」とい

う最悪の事態の回避 

◎「財政再建集中期間」と

位置づけ、歳入に見合っ

た財政運営、基金に依存

しない財政体質の構築

（歳出削減が中心）  

◎「集中改革プラン」を策

定し、強力に推進（効果

額約 73 億円(歳入効果

含)） 

 

◎健全な財政規律を維持し

ながら、限りある人と予算

の効率性を高め、質の高い

市民サービスの提供を追

求 

◎従来からの歳出削減を中

心とする「量の改革」から

「質の改革」への転換 

◎課題解決に柔軟に取り組

める組織体制の確立と職

員の資質向上を図る 

 ◎中核市移行を行財政改革

推進の好機と捉え、移行

による効果の最大化を図

る 

◎行政資源の最適化による

事務事業の効率化及びよ

り質の高い市民サービス

の提供を推進 

◎量と質の改革を引き継ぎ

ながら、職員の「意識の

改革」を組織的に推進 

 

成 
 

果 

 

 

 

 

◎徹底した歳出削減に取り

組み、行政のスリム化が

実現 

◎健全な財政規律が維持さ

れたことにより、最悪の

事態を回避 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎遵守すべき３つの指標（定

員管理、基金残高、財政健

全化指標）はいずれもクリ

アし、良好な状態を維持 

◎実施計画に登載した取組

も全体としてほぼ計画通

りに進捗 

 

 

【平成 29 年度時点】 

◎基金残高と財政健全化指

標はいずれもクリアし、

良好な状態を維持 

◎定員管理は、新規業務等

に必要人員を確保したこ

とにより、指標をクリア

せず 

◎行財政改革プログラムに

登載した取組はほぼ計画

どおりに進捗 

  

目指すべき自治体像に向かって、一定の成果を挙げてきている 

総 務 協 議 会 資 料 

令和元年７月 19 日 

総務部行政管理課 
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２．第４次行財政改革大綱（集中改革プラン）の成果 

                ＜目標＞             ＜実績＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

３．第５次行財政改革大綱及び実施計画の進行管理結果 

○大綱に掲げる３つの指標の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ▷定員管理は、指標を達成できなかったものの、中核市への移行等、計画策定時には想

　 定していなかった要因を除けば、概ね計画どおりとなりました。

 ▷基金残高（各年度の当初予算編成後の年度末残高見込額）は、推進期間を通じて毎年

　 増加し、指標を大きく上回りました。

 ▷財政健全化指標も、推進期間を通じて独自に定めた基準を全てクリアするとともに、

　 実質公債費比率と将来負担比率は、毎年改善されました。

ポイント

歳出削減 

H21年度までに 

62億 7千万円削減 

約 66億 2千万円削減 

(目標達成率 106％) 

職員数削減 

H21年度までに 

１９２人削減 

(H17.4.1現在 2,225人) 

１１２人削減 

(H22.4.1現在 2,113 人) 

市税徴収率

向 上 

H21年度までに 

一般市税  94.0％ 

国保税   90.0％ 

２,０３３人 

62億 7千万円削減 

H21 年度実績 

一般市税 92.8％ 

国保税  85.3％ 

 

 基金残高

 財政健全化指標

 実質赤字比率

 連結実質赤字比率

 実質公債費比率

 将来負担比率

※ 市民病院・交通部を除く一般行政等の職員数

（1,296人）（1,289人）（中核市対応以外）

200％以下 157.0% 139.4% 129.5% 118.9% 111.9%

18％以下 16.4% 15.6% 15.1% 14.2% 13.2%

赤字なし

赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし

1,347人 1,336人 1,308人 1,305人 1,316人

各年度末

赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし

各年度末
18億円以上

30.4億円 43.3億円 55.3億円 64.4億円

H24.4.1現在 H25.4.1現在

64.4億円

H26.4.1現在 H27.4.1現在

1,355人 1,344人 1,322人 1,302人 1,286人

指標 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

 定員管理（職員数）

H27.4.1現在
1,286人以下

H23.4.1現在 H24.4.1現在 H25.4.1現在 H27.4.1現在H26.4.1現在

 定員適正化計画 H23.4.1現在

※
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４．第６次行財政改革大綱及び行財政改革プログラムの進行管理結果 

○大綱に掲げる３つの指標の結果（平成 29年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標１ 定員管理の推移】 

 

 

  

1,316 
1,340 

1,350 1,352 

1,286 

1,362 
1,350 1,348 

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1

職員数 定員適正化計画 

（人） 

 ▷定員管理の適正化は、新規業務への対応やワークライフバランスの推進のための必要人員を
    確保した結果、計画を4名上回る職員数となっています。

 ▷基金残高は、前年度から0.9億円減の74.6億円となりましたが、前年度に引き続き、独自に
    定めた基準をクリアしています。

 ▷実質公債費比率は、前年度から1.1ポイント低い9.6％に、また、将来負担比率は前年度から
    1.8ポイント低い124.9％となり、前年度に引き続き、いずれも独自に定めた基準をクリア
    しています。

ポイント

※ 市民病院・交通部を除く一般行政等の職員数

指　　　標

定員管理（職員数）※ H32.4.1現在

1,331人以下

定員適正化計画
中核市対応分

78人含む

1,352人

H30.4.1現在

1,348人

29年度

H30.4.1現在

27年度 28年度

H28.4.1現在

1,340人

H28.4.1現在

1,362人

82.4億円

12.1%

H29.4.1現在

1,350人

H29.4.1現在

1,350人

75.5億円

117.7% 126.7%

実質公債費比率 18％以下

将来負担比率 200％以下

基金残高
各年度末

50億円以上

財政健全化指標 各年度末

10.7%

74.6億円

9.6%

124.9%
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【指標２ 基金残高の推移】 

 

【指標３－(１) 実質公債費比率の推移】 

 

【指標３－(２) 将来負担比率の推移】 

  

82.4 82.4 
75.5 74.6 

0

20

40

60

80

100

H26 H27 H28 H29

指標 50億円以上 

13.2 12.1  10.7 
9.6 

0

5

10

15

20

25

30

H26 H27 H28 H29

111.9 117.7  
126.7 124.9 

0

100

200

300

400

H26 H27 H28 H29

（億円） 

（％） 

市の独自基準（18%以下） 

財政健全化法の早期健全化基準（25%以下） 

（％） 

市の独自基準（200%以下） 

財政健全化法の早期健全化基準（350%以下） 

※出納整理期間中に積み立て及び取り崩した金額を含む財政調整基金と市債管理基金の残高 
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Ⅱ．当市を取り巻く環境 

第６次にわたる行財政改革により、行政のスリム化や行政資源の最適化をはじめとする各

種取組が実施され、着実に市民サービスの向上が図られてきた一方で、人口減少及び少子・

高齢化、義務的経費の増加や公共施設等の維持管理など、当市を取り巻く環境は、依然とし

て厳しい状況にあります。 

 

１．人口減少及び少子・高齢化 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、当市の人口は５年毎に約１万人ず

つ減少する見込みであり、特に市税などの歳入の減少要因となる生産年齢人口の減少が見

込まれます。 

また、令和２年度の高齢化率は 31.8％で、青森県の 34.0％に比べて低いものの、全国の

28.9％よりわずかに高く、今後も増加傾向が続く見込みとなっています。 

一方、平成 30 年度の合計特殊出生率は 1.46 で、青森県の 1.43 を 0.03 ポイント、全国

の 1.42 を 0.04 ポイント上回っているものの、依然として人口置換水準（※）には及ばな

い状況にあります。 

※長期的に人口が安定的に維持される合計特殊出生率の水準(2.07)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（万人） 

※国立社会保障・人口問題研究所【日本の地域別将来 

推計人口（2018年推計）】より 

[人口構成内訳]            （人、％） 

区分 H27 R2 R7 R12 

年少 

人口 

28,281  25,177  22,642  20,181  

12.2  11.2  10.6  10.0  

生産年齢 

人口 

138,498  127,111  117,383  107,768  

59.9  57.0  55.1  53.4  

高齢者 

人口 

64,478  70,884  73,121  73,854  

27.9  31.8  34.3  36.6  

 

【八戸市の人口推計】 

【合計特殊出生率の推移】 【高齢化率の推計】 

※青森県人口動態統計より ※国立社会保障・人口問題研究所【日本の地域別将来 

推計人口（2018年推計）】より 

27.9% 

31.8% 
34.3% 

36.6% 30.2% 

34.0% 
36.7% 

39.1% 

26.6% 

28.9% 
30.0% 31.2% 

20%

25%

30%

35%

40%

45%

H27 R2 R7 R12

八戸市 青森県 全国 

1.44  
1.45  

1.53  

1.40  

1.46  

1.42  1.43  

1.48  

1.43  
1.43  

1.42  
1.45  1.44  

1.43  

1.42  

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

H26 H27 H28 H29 H30

八戸市 青森県 全国 

23  22  
21  

20  

12.2% 11.3% 10.6% 10.0% 

59.9% 57.0% 55.1% 53.4% 

27.9% 31.8% 
34.3% 36.6% 

0%
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50%

60%
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80%

90%
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0
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15
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25

H27 R2 R7 R12

年少人口（0～14歳） 

生産年齢人口（15～64歳） 

高齢者人口（65歳以上） 
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２．義務的経費の増加 

普通会計決算総額に対する義務的経費（※１）の割合は、45％前後で推移してきており

ます。このうち扶助費は年々増加してきており、今後もこの傾向が続くものと見込まれて

います。 

また、市の借入金である市債の残高は、国の地方財政対策の一環として措置されている

臨時財政対策債（※２）や大規模な公共施設の整備等に伴う建設事業債等の借入れにより、

平成 27 年度から増加傾向にあり、市債の返済額である公債費についても今後増加が見込ま

れています。 

※１ 人件費、扶助費、公債費の合計 

※２ 地方公共団体の一般財源の不足を補うため、地方財政法の規定に基づき発行を認められた 

地方債（市債）で、その返済については、後年度において全額が地方交付税の基準財政需

要額に算入されることから、実質公債費比率や将来負担比率に影響を与えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（億円）            【市債残高の状況】 

628  584  604  669  686  

330 
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※普通会計ベース 

（億円）     【義務的経費の状況】 

※普通会計ベース 

96 100 101 99 97 
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３．公共施設等の維持管理 

当市の公共施設を建設年度別にみると、昭和 50 年から 60 年頃にかけて学校や市営住宅

等が集中的に整備されており、大規模改修の目安とされる建設後 30 年を経過した施設が多

くなっています。これらの施設については、これまでも老朽度合いに応じ、計画的に修繕

や改修工事を実施してきましたが、今後さらに改修等が必要となってくることから、道路、

橋りょう、下水道などのインフラ施設を含めた公共施設等の維持管理の効率化が喫緊の課

題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模改修の目安とされる建設後 30 年を経過した公共施設は、平成 27 年 3 月 31 日

現在で全体の 57％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎公共施設マネジメントの推進に係る基本方針（平成 28年８月）より 

 
昭和 56年 

耐震基準改正 

【年度別公共施設整備延床面積】 

（施設） 【年度別公共施設整備数】 

H10 H15 H20 H25 H5 H1 S60 S55 S50 S45 S40 S35 S30 S25 ～S24 

H10 H15 H20 H25 H5 H1 S60 S55 S50 S45 S40 S35 S30 S25 
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Ⅲ．行財政改革の基本方針 

 

１．策定の趣旨 

限られた行財政資源を効果的・戦略的に活用する観点から、これまでの行財政改革の基

本姿勢を継続しながら、これまで以上に業務の合理化・効率化に取り組み、市を取り巻く

環境の大きな変化に伴い複雑化・高度化する諸課題に万全の備えをもって対応するための

新たな指針として、「第７次行財政改革大綱」を策定します。 

また、大綱に基づく具体的な取組とその達成時期等を明確にし、進行管理を行うために、

本大綱に合わせて「アクションプログラム」を策定します。 

 

２．行財政改革の方向性 

今後の自治体行政を取り巻く情勢は、人口減少、少子・高齢化の進展、公共施設等の老

朽化などへの対応の必要性がより高まることが予想されます。 

当市には、基礎自治体として絶えず変化する社会経済情勢に柔軟に対応し、将来にわた

って地域の特性と市民ニーズに即した質の高い行政サービスを提供し続けることが求めら

れており、将来世代へいかなる難局にも対応できる強い自治体を継承する責任があります。 

そのためには、これまで以上に行財政資源（職員・資産・資金・情報）の最適化を図り

ながら、変化する行政需要に迅速かつ柔軟に対応できるよう、将来に向けた価値ある投資

を可能にする安定した行財政基盤を確立する必要があります。 

第７次大綱では、これまで取り組んできた第４次の「量の改革」、第５次の「質の改革」、

第６次の「意識の改革」による行財政改革の基本姿勢を継続しながら、第６次で改革した

“意識”を「“行動”の改革」へと進化させることを基本とし、組織的に行財政改革を推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次大綱 

「量の改革」 
第７次大綱 

「行動の改革」 

“意識”から“行動”へ 

 

第６次大綱 

「意識の改革」 

第５次大綱 

「質の改革」 
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３．基本理念 

将来を見据え、創造力を持って常に現行のサービスの質や量、実施方法などを見直すと

ともに、限られた行財政資源（職員・資産・資金・情報）の有効活用を図りながら、市民

ニーズに即した最適な行政サービスを提供し、市民が活き活きと快適に暮らすことのでき

る持続可能な地域社会の形成に向けて、次のとおり基本理念を掲げ、弛みない行財政改革

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．推進期間 

令和２年度から令和６年度までの５年間 

 

５．注目指標 

①職員数 ②基金残高 ③財政健全化指標 

 

 

  

 

 

[基本理念] 

質の高い行政サービスの提供と持続可能な地域社会の形成 

 柱１  

職員能力の向上と組織運営の強化 

[推進項目] 

・職員の能力向上 

・組織力の向上 

・働きやすい環境の整備 

 柱２  

市民サービスの向上 

[推進項目] 
・市民の利便性の向上 

・ICT を活用したサービスの向上 
・市民等との協働の推進 

 

 柱３  

業務の効率化・適正化 

[推進項目] 

・リスク管理の徹底 

・業務プロセスの最適化 

・広域連携の推進 

 柱４  

持続可能な財政運営 

[推進項目] 

・健全な財政運営の推進 

・歳入の確保・強化 
・財産の適正管理と有効活用 

・官民連携の推進 

改革４本柱と推進項目 

・業務プロセスの最適化 

・広域連携の推進 
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Ⅳ．改革４本柱と推進項目 

基本理念の実現に向け、今後５年間の推進期間において、ますます複雑化・高度化する諸

課題に万全の備えをもって対応するため、次に掲げる行財政改革の４本柱のもと、総合的に

行財政改革に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

① 職員の能力向上 

職員研修の充実や派遣研修の見直しなどにより、職員の能力向上を図り、多様化・複雑

化する市民ニーズに的確に対応できる人材育成に取り組みます。 

② 組織力の向上 

継続的な組織・機構の見直しや適材適所の人員配置のほか、多様な人材確保などにより、

高度化する行政課題に迅速かつ的確に対応できるよう、組織力の向上に取り組みます。 

③ 働きやすい環境の整備 

有給休暇の取得促進や時間外労働の縮減対策、ストレスチェック等による心身の健康保

持などにより、職員一人ひとりがワークライフバランスの充実を図ることができるよう、

働きやすい職場環境の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

① 市民の利便性の向上 

市民の視点に立って、市民サービスの基本である窓口サービスを改善するとともに、申

請書類の見直しや添付書類の省略化などにより、市民の利便性の向上に取り組みます。 

② ＩＣＴを活用したサービスの向上 

ＡＩ（※）などのＩＣＴ最先端技術の効果的な活用や、行政手続のオンライン化の推進

などにより、多様化する市民ニーズに対応した、より便利で利用しやすい市民サービスの

向上に取り組みます。 

※ＡＩ：Artificial Intelligence の略称。コンピュータ上で人間と同様の知能を実現させるた
めの技術のこと。人工知能。 

③ 市民等との協働の推進 

若者や女性の活躍を促進するとともに、地域の生活を支える仕組みづくりなど、市民等

との協働により、地域が抱える様々な課題に効果的・効率的に対応できる環境づくりを推

進します。 

 職員能力の向上と組織運営の強化 柱１ 

行政課題に柔軟に対応しながら、効率的かつ効果的な行政を展開するため、職員の能

力、意欲の向上とそれらを最大限に引き出す組織体制を構築するとともに、「働き方改

革」の実現に向けた職員の働きやすい環境整備を図ります。 

 市民サービスの向上 柱２ 

ＩＣＴ技術を活用しながら、市民に最も身近な基礎自治体として、市民の視点に立っ

たサービスの向上を図るとともに、地域における様々な課題を克服し、豊かな市民社会

を実現するため、市民等との協働を推進します。 
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① リスク管理の徹底 

業務リスクマネジメントや行政情報セキュリティポリシーの徹底などにより、業務上発

生しうるリスクの組織的な管理の徹底に取り組みます。 

② 業務プロセスの最適化 

業務の最適化の観点から事務事業を検証するとともに、ＲＰＡ（※）等の活用による効

率化やデジタル化の推進、包括外部監査制度の適切な運用などにより、内部事務の迅速

化・適正化に取り組みます。 

※ＲＰＡ：Robotic Process Automation の略称。ソフトウェアによって、人がパソコン上で行
う定型的な作業を自動化すること。 

③ 広域連携の推進 

連携中枢都市圏による連携事業の推進など、広域圏におけるスケールメリットや地域特

性を生かした広域的な自治体間連携の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

① 健全な財政運営の推進 

基金の適正管理や予算配分の重点化などを進め、将来にわたって安定的で新たな財政需

要に柔軟に対応できる、健全な財政運営を図ります。 

② 歳入の確保・強化 

有料広告媒体の拡大や公金収納方法の多様化などにより、安定した自主財源となる歳入

の確保と強化に取り組みます。 

③ 財産の適正管理と有効活用 

公共施設等の老朽化や利用需要の変化に的確に対応し、長期的視点に立った公共施設等

の長寿命化と適切な維持管理を推進するとともに、未利用市有地や遊休施設の有効活用に

取り組みます。 

④ 官民連携の推進 

包括的民間委託やＰＰＰ・ＰＦＩ（※）の導入など、民間のノウハウの活用等により、

良質な公共サービスの実現が見込まれる分野において、官民連携を推進します。 

※ＰＰＰ：Public Private Partnership の略称。行政と民間との連携により公共サービスを提
供すること。具体的な手法として、指定管理者制度や民間委託、ＰＦＩなどがある。 

※ＰＦＩ：Private Finance Initiative の略称。民間の資金やノウハウを活用して、公共施設
等の建設、維持管理及び運営を行う手法のこと。  

 業務の効率化・適正化 柱３ 

行政に対する市民の信頼を高めるため、リスク管理の徹底を図るとともに、ＲＰＡ等

を活用した業務の効率化や、広域的な視点に立った自治体間の連携を推進し、業務の効

率化及び適正化を図ります。 

 持続可能な財政運営 柱４ 

将来にわたって安定的な財政基盤を維持するため、基金の適正管理や予算配分の重点

化、歳入の確保・強化など、持続可能な財政運営に努めるとともに、公共施設等の長寿

命化など、財産の適正管理と有効活用を図ります。また、民間のノウハウを活用した官

民連携を推進します。 
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＜参考＞ 第７次八戸市行財政改革大綱の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱１ 職員能力の向上と組織運営の強化 

[推進項目] [取組事項] 

・職員の能力向上 

・各課の取組 ・組織力の向上  

・働きやすい環境の整備 

柱２ 市民サービスの向上 

[推進項目] [取組事項] 

・市民の利便性の向上 

・各課の取組 ・ICTを活用したサービスの向上 

・市民等との協働の推進 

柱３ 業務の効率化・適正化 

[推進項目] [取組事項] 

・リスク管理の徹底 

・各課の取組 ・業務プロセスの最適化 

・広域連携の推進 

柱４ 持続可能な財政運営 

[推進項目] [取組事項] 

・健全な財政運営の推進 

・各課の取組 
・歳入の確保・強化 

・財産の適正管理と有効活用 

・官民連携の推進 

アクションプログラム 

※改革４本柱と 13の推進項目に基づく取組事項を掲載 

第７次八戸市行財政改革大綱 

Ⅰ．これまでの行財政改革の取組と成果 

Ⅱ．当市を取り巻く環境 

Ⅲ．行財政改革の基本方針 

Ⅳ．改革４本柱と推進項目（主な取組事項） 

Ⅴ．推進体制及び進行管理 
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